
美郷町地域おこし協力隊 

 募集要領（比之宮連合自治会） 
 

令和５年２月１日現在 

島根県美郷町 

 

 美郷町では、高齢化及び急激な少子化により地域力が低下し、将来において地域の存続すら危惧さ

れてきています。将来に渡って地域が持続していくためには、その地域で生活を共にし、地域の活動

に参加する、担い手となる人材が必要です。 

 そこで、地域力の維持・強化を図るために、地域おこし協力隊を下記のとおり募集します。 

 

 

１．配置先の概要と配置方針・主な業務・募集人数                        

 

配置先 配置先の概要と配置方針 主な業務 募集人数 

比之宮
ひ の み や

連合
れんごう

自治会
じ ち か い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比之宮地域は、地域活動がと

ても盛んな地域です。これまで

12 名の地域おこし協力隊員が着

任し、現在２名の隊員が活動中

です。 

隊員の発案で始まったポポー

ジェラートやホンモロコの事業

は、今では比之宮地域の特産品

として根づいています。 

四季折々にいろいろな活動を

しながら、比之宮地域での暮ら

しを楽しみましょう。 

・特産品（ポポー、ホンモロ 

コ）に関する事業 

・自治会活動やイベントの企 

画運営（ひめのみや楽級、 

蟠龍峡まつり、敬老会、ふ 

れあい祭り、農作業支援、 

生活支援など） 

・マイプロジェクト 

（「比之宮×あなた」で取り 

組みたいこと）など 
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ポポージェラート            ホンモロコの燻製「もろこ先輩」 

 

 

 

 



２．募集条件                                         

 

（１）年齢・性別 問いません。 

（２）居住地要件（現在お住まいの住所地） 

     ３大都市圏内の都市地域、政令指定都市（条件不利地域は除く）、３大都市圏内の一部条件

不利地域のうち条件不利区域以外の区域にお住まいの方、又は、これまで地域おこし協力隊

として、一定期間（２年以上）活動し、かつ解職から１年以内である者で、活動期間中、美

郷町に住民票を異動することができる者。 

    ※３大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大

阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部。 

    ※都市地域：次の「条件不利地域」に該当しない市町村。 

    ※条件不利地域：次の①～⑦のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村とする。 

      ①過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、②山村振興法、③離島振興法、④

半島振興法、⑤奄美群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発特別措置法、⑦沖

縄振興特別措置法 

 （３）心身ともに健康で、地域住民と協力しながら活性化活動に取り組むことができる方。 

 （４）自治会に加入し、自治会活動に参加できる方。 

 

   ※必要なスキル 

普通自動車運転免許、パソコンの一般的な操作 

 

３．共通業務及び活動                                    

 

 共通業務及び活動は次のとおりです。 

（１）地域おこしの提案と実践（分野は問いません） 

（２）協力隊員同士の連携・協働活動 

（３）地域活動への参加及び参画（自治会活動・イベント・祭りなど） 

（４）集落支援員及び配置先（受入先）との連携・協力 

（５）連絡会議・研修会・成果報告会などへの参加 

（６）その他、目的達成に資する活動 

 

４．任期                                          

 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（任用の日から最長３年間を限度に再任用が可能です。） 

 

５．報酬等                                         

 

美郷町会計年度任用職員（パートタイム）となります。 

（１）基本報酬（月額） １４８，１６０円 ～ １５８，８００円 

（２）期末手当（年額） 報酬月額の２.４月分（ただし、採用月により異なります。） 

 

６．待遇・福利厚生                                      

 

 （１）社会保険等 

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 

（２）定期健康診断 

（３）地域おこし協力隊員用住居 

  比之宮地域内の空き家（住居家賃は町が負担します。） 

 （４）活動用車両 

     勤務以外の生活には、自家用車は必要不可欠ですので、持ち込みをお勧めします。 



７．勤務日・勤務時間・休日・休暇                               

 

（１）勤務日 

     月曜日から金曜日までのうち４日間を原則とします。ただし、業務及び活動状況を考慮

し、１週間の範囲内において勤務日を振り替えることができます。 

 （２）勤務時間 

     週４日 ８時３０分～１７時１５分（活動内容により時間変更可能） 

 （３）休日 

週休３日制（土・日・その他）、祝日及び年末年始（12月 29日～１月３日までの６日間） 

 （４）休暇 

     年次有給休暇 １０日～１２日（ただし、採用月により異なります。） 

     その他の休暇 夏期休暇、忌引等で町規程によります。 

 

８．応募方法・審査方法・結果のお知らせ                            

 

 （１）応募方法 

     別紙「美郷町地域おこし協力隊応募用紙」にご記入のうえ、履歴書と応募動機（Ａ４一枚

程度）、住民票を添付して美郷町役場美郷暮らし推進課に郵送又は持参してください。 

 （２）審査方法 

     書類審査及び面接審査を行います。 

     一次選考：書類選考 令和５年３月３日（金）に選考結果をお知らせします。 

     二次選考：対面面接 令和５年３月１０日（金）～１３日（月）頃 

      ※二次選考は比之宮地域をご案内した後、行います。 

 （３）結果のお知らせ 

     面接審査後は、概ね７日程度で採用か不採用かの結果をお知らせします。 

     応募にかかる経費（書類申請・面接時の交通費）はすべて応募者の負担となります。 

 

１０．募集期間                                         

 

 令和５年２月１日から令和５年２月２８日（火）１７：００必着 

 

１２．オンライン相談予約・応募先・お問い合わせ先                                 

 

 〒699-4692 島根県邑智郡美郷町粕渕 168番地 

 美郷町役場 美郷暮らし推進課 

  電話 0855-75-1212  FAX 0855-75-0255 

  メール teijyu@town.misato.shimane.jp 


